　　
森林病害虫等防除法による駆除命令について
一　区域及び期間
　１　区域　福島県一円
　
　２　期間　令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで

二　森林病害虫等の種類
　　松くい虫
三　行うべき措置の内容
　一の１に掲げる区域に所在する松くい虫が付着している伐採木等（伐採されたその他土地から分離した樹木の幹及び枝条（用材及び薪炭材であるものを含む。）並びにこれらの包装をいう。）は、松くい虫を駆除した後でなければ移動せることができないものとする。ただし、特別伐倒駆除（松くい虫が付着している松の樹木の伐倒及び破砕（破砕後の木片の暑さが六ミリメートル（木材チッパーにより破砕する場合あっては、十五ミリメートル）以下となるように破砕を行うものに限る。）又は当該樹木の伐倒及び焼却（炭化を含む。）をいう。）を行う場合は、この限りでない。
四　命令をしようとする理由

　　県内一円の松林における本年度の松くい虫の被害の発生状況から見て、三の措置を行わなければ松くい虫が異常にまん延し、県内一円の松林に重大な損害を与える恐れがあるため。
